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滋賀県が実施する講習を修了した耐震診断員による簡易耐震診断（２～３時間）を、無料で受ける

ことができます。

市では、市民のみなさんの大切な生命や財産を守るため、耐震

基準が強化される以前に建築された木造住宅について、耐震診断

員の無料派遣事業や、一定の要件を満たす耐震改修工事に対し助

成金交付事業を行っています。

この機会に、ご自宅の安全性を確認されてみてはいかがでしょ

うか。

耐震診断による上部構造評点が0.7未満の木造住宅を耐震改修される場合、改修にかかる費用の一部を助成

します。

耐震診断による上部構造評点が0.7未満の木造住宅に耐震シェルターや防災ベッドを設置される場
合、設置にかかる費用の一部を助成します。

◆詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ　土木部　都市計画課（近江庁舎） 1５２―６９２９　5 ５２―８７９０

やってみませんか？耐震診断！！

１．木造住宅耐震診断員派遣事業

２．木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業

３．木造住宅の耐震シェルター等の普及事業

〔対象となる要件(以下のすべての要件を満たす住宅)〕

●昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成しているもの

●延べ床面積の半分以上の部分が住宅として使われているもの

●階数が２階以下かつ延べ床面積が３００平方メートル以下のもの

●枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法（プレハブ工法）ではないもの

※耐震診断の申込みは、１１月２９日（金）までにお願いします。


